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◆　枝番のついていない分野別施策についての説明

◆　色のついたセルについての説明

◆　「平成25年度推進状況」欄中「（参考）」についての説明

障害者基本計画（第3次）の平成25年度実施状況について

分野別施策「□-(□)-□ 」ごとに実施状況を記載したが、講じた施策の中には、【基
本的考え方】には属するものの、個別の枝番には合致しないものもある。そのた
め、大きな括りとして、実施状況を記載することとした。

数値集計中の箇所。関係省庁において集計ができ次第、追加で掲載する。

実施状況には可能な限り直近の説明、データまで記載するようにしているが、あくまで平成
25年度の実施状況であるため、平成26年度以降の説明、データについては、「（参考）」
と付すこととした。
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関係省庁 平成25年度推進状況

1-(1)-1 障害者が自らの決定に基づき，身近な地域で相談支援を
受けることのできる体制を構築するため，様々な障害種
別に対応し，総合的な相談支援を提供する体制の整備を
図る。

厚生労働省 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター（基幹相
談支援センター）の設置を推進。
平成24年４月：110か所→平成25年4月：214か所
（参考）平成26年4月：276か所

1-(1)-2 障害者個々の心身の状況，サービス利用の意向，家族の
状況等を踏まえたサービス等利用計画案の作成の促進
等，当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実
施に向けた取組を進める。

厚生労働省 ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象
者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支
援事業所の設置を推進。
平成24年４月：2,851か所→平成25年4月：4,561か所
（参考）平成26年4月：5,942か所

1-(1)-3 障害者等の相談等を総合的に行い，地域における相談支
援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を
促進するとともに，関係機関の連携の緊密化とともに地
域の実情に応じた体制整備について協議を行うことで障
害者等への支援体制の整備を図ることを目的とする協議
会の設置の促進及び運営の活性化を図る。

厚生労働省 ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市
町村（地域自立支援）協議会の設置を推進。
平成24年４月：1,629市町村→平成25年4月：1,650市町村
（参考）平成26年4月：1,651市町村
○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター（基幹相
談支援センター）の設置を推進。
平成24年４月：110か所→平成25年4月：214か所
（参考）平成26年4月：276か所

厚生労働省 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費（登
録手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市
町村地域生活支援事業の必須事業として実施。
平成24年４月：1,240市町村→平成25年4月：1,322市町村
（参考）平成26年4月：1,360市町村
○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備す
るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事
業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。
平成24年４月：47市町村→平成25年4月：174市町村
（参考）平成26年4月：207市町村

知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断
能力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促
進するため，必要な経費について助成を行うとともに，
後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び
活用を図るための研修を行う。

Ⅲ　分野別施策の基本的方向
１．生活支援
（１）相談
支援態勢の
構築

（参考）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」より
○成年後見等（後見，保佐，補助）開始の申立件数
　（平成２２年）　（平成２３年）　（平成２４年）　（平成２５年）　（平成２６年）
　　２９，４７７　　３０，７５７　　３４，００４　　３３，８３２　　３３，６３５
○成年後見制度（後見，保佐，補助）の利用者数
　（平成２２年）　（平成２３年）　（平成２４年）　（平成２５年）　（平成２６年）
　１３８，８３４　１５１，６１２　１６４，４２１　１７４，５６５　１８２，５５１
○市民後見人※の選任件数
　（平成２２年）　（平成２３年）　（平成２４年）　（平成２５年）　（平成２６年）
　　（統計なし）　　　　　９２　　　　　１１８　　　　　１６７　　　　　２１３
※弁護士，司法書士，社会福祉士等以外の自然人のうち，本人と親族関係及び交友関係がなく，社会貢献のため，地
方自治体等が行う後見人養成講座などにより一定の知識や技術・態度を身に付けた上，他人の成年後見人等になるこ
とを希望している者

1-(1)-4
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関係省庁 平成25年度推進状況Ⅲ　分野別施策の基本的方向
1-(1)-5 発達障害者支援センター等において，地域の医療，保

健，福祉，教育，雇用等の関係者と連携して，発達障害
児・者やその家族に対する相談支援やペアレントメン
ター の養成等を行うとともに，発達障害者支援センター
を中心とした地域生活支援体制の充実を図る。

厚生労働省 ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行
う「発達障害者支援センター」を設置。
【実施箇所数】：（平成25年度）87箇所

○「発達障害者支援体制整備」を地域生活支援事業へ位置づけることにより、発達障害児者の子
育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。
【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】：（平成25年度）32都道府県等

1-(1)-6 高次脳機能障害（失語症等の関連症状を併発した場合を
含む。）について，地域の支援拠点に相談支援コーディ
ネーターを配置し，専門的な相談支援や関係機関との連
携・調整等を行うとともに，高次脳機能障害に関する情
報発信の充実を図る。

厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンター　高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国
連絡協議会、支援コーディネーター全国会議をそれぞれ2回、シンポジウムを1回開催した。ま
た、ホームページは週1回の更新を基本とし、情報発信の充実に努めた。

○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充
実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、HPにおいて発信
するなど充実を図っている。
支援拠点機関設置箇所数　平成25年度：47都道府県100箇所
（参考）平成26年度：４７都道府県９９箇所

1-(1)-7 難病患者の療養上，日常生活上での悩みや不安等の解消
を図るとともに，難病患者の様々なニーズに対応したき
め細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支
援対策を推進するため，難病相談・支援センター等によ
り，地域で生活する難病患者の日常生活における相談・
支援を行う。

厚生労働省 ○難病対策を総合的に推進するために提出した「難病の患者に対する医療等に関する法律案」では、これ
まで予算事業で行ってきた難病患者への相談支援等の事業について、国から１/２以内を補助することを
法律上位置づけ、国が財政的支援を行うことができる旨を明記することとした。
（参考）
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、平成27年１月１日に施行された。

1-(1)-8 障害者虐待防止法に基づき，障害者の養護者に対して相
談等の支援を行う。

厚生労働省 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う
機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。

1-(1)-9 各種ガイドラインの策定及び普及，障害者相談員や相談
支援に従事する職員に対する研修の実施等により，相談
業務の質の向上を図るとともに，児童相談所，更生相談
所，保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びそ
の活用を推進し，障害者が身近な地域で専門的相談を行
うことができる体制を構築する。

厚生労働省 ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村におい
て「（地域自立支援）協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化
を図っている。
平成24年４月：1,629市町村→平成25年4月：1,650市町村
（参考）平成26年4月：1,651市町村

1-(1)-10 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によ
りその家庭や家族を支援するとともに，ピアカウンセリ
ング等の障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手
段である当事者による相談活動の更なる拡充を図る。

厚生労働省 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位
置づけた相談支援事業に位置付け、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。

1-(2)-1 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ
わしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，
個々の障害者のニーズ及び実態に応じて，在宅の障害者
に対する日常生活又は社会生活を営む上での，居宅介
護，重度訪問介護，同行援護，行動援護等の支援を行う
とともに，短期入所及び日中活動の場の確保等により，
在宅サービスの量的・質的充実を図る。

厚生労働省 ○在宅サービス利用の状況
　　　　　　　（平成24年度）→（平成25年度） →（参考：平成26年度）
・居宅介護等　4,944,634時間→5,240,326時間→5,530,128時間
・生活介護　　4,761,827人日→4,896,153人日→5,257,703人日
・短期入所　　　257,124人日→277,527人日　→301,804人日
※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。

（２）在宅
サービス等
の充実
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関係省庁 平成25年度推進状況Ⅲ　分野別施策の基本的方向
1-(2)-2 常時介護を必要とする障害者が，自らが選択する地域で

生活できるよう，日中及び夜間における医療的ケアを含
む支援の質と量の充実を図るとともに，体調の変化等，
必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の
整備を促進する。また，常時介護を必要とする障害者等
に対し必要な支援を適切に実施できるよう，常時介護を
必要とする障害者等の支援の在り方に関する検討を行
う。

厚生労働省 ○在宅サービス利用の状況
　　　　　　　 （平成24年度）→（平成25年度）→（参考:平成26年度）
・重度訪問介護 1,685,197時間→1,785,426時間→1,893,038時間
・短期入所　　　 257,124人日→   277,527人日→  301,804人日
※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。

○「常時介護」という概念に共通理解等を得る事を目的に、平成25年度障害者総合福祉推進事
業において、「常時介護を要する障害者等の支援体制に関する調査研究」を実施。

1-(2)-3 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う，身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練
（機能訓練及び生活訓練）を提供する。

厚生労働省 ○障害者が自立した生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリ
テーションや、入浴、排せつ及び食事等の訓練、生活等に関する相談及び助言を行う自立訓練を
推進。

1-(2)-4 外出のための移動支援，創作的活動や生産活動の機会を
提供するとともに日常生活に必要な便宜を供与する地域
活動支援センターの機能の充実等，地方公共団体が地域
の特性や利用者の状況に応じて実施する地域生活支援の
ための取組に対する支援を推進する。

厚生労働省 ○外出のための移動支援、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との
交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地
域生活支援事業の必須事業として実施。

1-(2)-5 障害者の移動に関する支援の在り方について，社会参加
の機会の確保の観点から，障害者のニーズと実情を踏ま
えた検討を行う。

厚生労働省 ○移動支援事業の実態を把握し、課題について整理することにより、今後の障害者等の移動支援
の在り方の検討の際に寄与する事を目的に、平成25年度障害者総合福祉推進事業において、
「障害者及び障害児の移動支援の在り方に関する調査」を実施。

1-(2)-6 障害者支援施設について，地域で生活する障害者に対す
る在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに，施設
の一層の小規模化・個室化により入所者の生活の質の向
上を図る。また，グループホーム等の充実を図り，入所
者の地域生活（グループホームや一般住宅（居宅での単
身生活を含む。）等）への移行を推進する。

厚生労働省 ○入所施設にて地域生活への移行や定着を図った場合において地域移行加算の実施。

○社会福祉施設等施設整備費において、個室化の整備を行った入所施設に対して補助を実施。

○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進するとともに、障害者支援施設に
入所している障害者等の地域生活への移行に向けた支援を行う地域移行支援（平成24年度に創
設）を推進。

1-(2)-7 障害の重度化・重複化，高齢化に対応する地域における
居住の支援やサービス提供体制の在り方，専門的ケア方
法の確立及び強度行動障害のある者等への適切な支援の
在り方について引き続き検討する。

厚生労働省 ○強度行動障害のある者への適切な支援のため、平成25年度より「強度行動障害支援者養成研
修」を都道府県地域生活支援事業として実施。

1-(3)-1 障害児やその家族を含め，全ての子どもや子育て家庭を
対象として，身近な地域において，子ども・子育て支援
法（平成24年法律第65号）に基づく給付その他の支援
を可能な限り講じるとともに，障害児が円滑に同法に基
づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な
支援を行う。

厚生労働省 ○平成27年４月施行予定の子ども・子育て支援新制度において、以下の対応とする方針で検討
している。
・障害児等の特別な支援が必要な子どもを受け入れ、主任保育士等が地域関係機関との連携や相
談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者の配置に要する経費を補助。
・地域型保育事業を行う事業所が、障害児を受け入れた場合に、特別な支援が必要な児童２人に
対し保育士１人を配置するための経費を補助。
　障害児を含め全ての子どもや子育て家庭が子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等を円滑
に利用できるよう、平成25年度（平成24年度補正予算で安心こども基金に積み増し）では、地
域子育て支援拠点事業に、「利用者支援機能」・「地域支援機能」を持つ「地域機能強化型」を
創設。

（３）障害
児支援の充
実
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関係省庁 平成25年度推進状況Ⅲ　分野別施策の基本的方向
文部科学省 ○公立幼稚園における、特別支援教育支援員の配置に係る経費については、平成２５年度、対前

年度３００人増の４，８００人分の地方財政措置を講じた。
（参考）
平成２６年度措置額　5,300人
平成２７年度措置額　5,600人

厚生労働省 ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所緊急整備事業（安心
こども基金）」や、「保育環境改善等事業（保育対策等促進事業費補助金）」において補助。

○専門性向上を図るための保育士の研修については、「保育所保育士研修等事業」において、障
害児保育担当者研修会を実施。また、「保育の質の向上のための研修事業（安心こども基金）」
において、障害児保育に関する研修を実施。

1-(3)-3 障害児の発達を支援する観点から，障害児及びその家族
に対して，乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的
な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図
り，療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の
支援を行う。

厚生労働省 ○平成25年度より発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や
親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地
域生活支援事業により実施。
【実施市町村数】
（平成24年度）→（平成25年度速報値）
　113市町村　→　146市町村
※平成24年度は「在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金」により実施した市町村。

○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う
「児童発達支援センター等の機能強化等」（地域生活支援事業）を実施。
【実施都道府県等数】
（平成25年度速報値）11都道府県等

1-(3)-4 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき，障害児
に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供
するとともに，障害者総合支援法に基づき，居宅介護，
短期入所，障害児を一時的に預かって見守る日中一時支
援等を提供し，障害児が身近な地域で必要な支援を受け
られる体制の充実を図る。また，障害児の発達段階に応
じて，保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の
適切な支援を提供する。

厚生労働省 ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。
【各事業所数等の推移】
　　　　（平成24年度）→（平成25年度）→（参考：平成26年度）
・児童発達支援　2,365事業所→2,662事業所→3,198事業所
・医療型児童発達支援　112事業所→102事業所→101事業所
・放課後等デイサービス　3,115事業所→4,254事業所→5,815事業所
・保育所等訪問支援　116事業所→245事業所→312事業所
・日中一時支援　1,514市町村→1,522市町村（速報値）
※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。

○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活
動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う市町村地域生活支援事業
として日中一時支援事業を実施。

1-(3)-2 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進，障
害児保育を担当する保育士の専門性向上を図るための研
修の実施等により，障害児の保育所での受入れを促進す
るとともに，幼稚園における特別支援教育体制の整備を
図るため，公立幼稚園における特別支援教育支援員の配
置等を推進する。
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